
平
成
二
十
三
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号

介
護
報
酬
の
地
域
係
数
に
乗
ず
る
人
件
費
比
率
と
地
域
区
分
の
考
え
方
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提
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者
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澤

未

途
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介
護
報
酬
の
地
域
係
数
に
乗
ず
る
人
件
費
比
率
と
地
域
区
分
の
考
え
方
に
関
す
る
質
問
主
意
書

介
護
報
酬
の
地
域
係
数
に
乗
ず
る
人
件
費
比
率
と
地
域
区
分
の
考
え
方
に
関
し
、
次
の
と
お
り
質
問
す
る
。

一

平
成
二
十
一
年
度
介
護
報
酬
改
定
に
よ
り
、
そ
れ
ま
で
の
直
接
処
遇
職
員
（
介
護
職
・
看
護
職
）
に
限
っ
て
い
た
介
護
報

酬
の
人
件
費
に
相
当
す
る
部
分
を
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
ご
と
に
配
置
を
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
職
員
（
医
師
を
除
く
、
人
員
配

置
基
準
で
一
名
以
上
又
は
常
勤
換
算
算
出
の
配
置
を
規
定
し
て
い
る
職
員
）
へ
と
拡
充
し
た
。
具
体
的
に
は
、
生
活
相
談

員
・
栄
養
士
・
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
な
ど
の
人
件
費
に
相
当
す
る
部
分
に
つ
い
て
も
、
地
域
差
を
勘
案
す
る
こ
と
と
し
た
。
し

か
し
、
施
設
サ
ー
ビ
ス
を
支
え
る
職
種
は
、
そ
れ
以
外
に
も
事
務
職
・
施
設
管
理
要
員
（
清
掃
、
営
繕
）
・
送
迎
運
転
手

（
通
院
、
通
所
対
応
）
な
ど
が
い
る
。
設
備
管
理
、
清
掃
、
給
食
、
送
迎
な
ど
を
委
託
す
る
場
合
に
も
委
託
費
に
人
件
費
の

地
域
差
が
反
映
さ
れ
て
い
る
。

介
護
報
酬
の
人
件
費
に
地
域
差
を
勘
案
す
る
職
種
に
公
平
性
が
欠
け
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解

を
伺
う
。

二

現
行
の
介
護
報
酬
に
つ
い
て
は
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
ご
と
に
、
人
件
費
比
率
を
四
十
五
％
、
五
十
五
％
及
び
七
十
％

の
サ
ー
ビ
ス
に
類
型
化
し
、
当
該
人
件
費
比
率
に
地
域
係
数
（
地
域
区
分
毎
の
割
増
率
）
を
乗
じ
て
、
報
酬
単
価
を
割
増
す

一



る
こ
と
で
人
件
費
の
地
域
差
を
反
映
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
東
京
都
特
別
区
、
特
甲
地
、
甲
地
、
乙
地
以
外
の
、
地
域

係
数
に
よ
り
報
酬
単
価
を
割
増
し
な
い
全
て
の
地
域
に
つ
い
て
は
、
人
件
費
比
率
が
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
。
地
域
係
数
に
よ

り
割
増
さ
れ
る
特
別
区
等
の
地
域
に
の
み
人
件
費
比
率
を
考
慮
し
、
そ
の
他
地
域
に
対
し
て
考
慮
し
な
い
こ
と
は
地
域
的
公

正
を
欠
い
て
い
る
。
類
型
化
さ
れ
た
サ
ー
ビ
ス
ご
と
の
人
件
費
比
率
の
違
い
は
、
地
域
係
数
に
よ
る
割
増
以
前
の
介
護
報
酬

自
体
に
お
い
て
調
整
す
べ
き
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
伺
う
。

三

人
件
費
比
率
四
十
五
％
の
サ
ー
ビ
ス
類
型
に
は
、
大
規
模
施
設
で
あ
る
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
、
老
人
保
健
施
設
な
ど
介

護
保
険
三
施
設
と
小
規
模
の
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
が
混
在
し
て
い
る
。
大
規
模
施
設
で
あ
る
介
護
保
険
三
施
設
と
小
規
模
で
経

営
効
率
が
図
り
に
く
い
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
の
人
件
費
比
率
が
同
一
な
の
は
不
公
平
で
は
な
い
か
。
介
護
事
業
経
営
実
態
調
査

に
基
づ
く
も
の
で
あ
れ
ば
、
改
め
て
検
証
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
伺
う
。

四

国
は
、
介
護
報
酬
の
地
域
差
を
勘
案
す
る
の
は
人
件
費
の
み
と
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
、
第
五
十
六
回
社
会
保

障
審
議
会
介
護
給
付
費
分
科
会
に
お
い
て
、
「
土
地
代
等
が
反
映
す
る
と
考
え
ら
れ
る
居
住
費
は
、
平
成
十
七
年
十
月
に
原

則
的
に
給
付
対
象
外
と
な
っ
て
い
る
、
日
用
品
な
ど
の
物
件
費
の
多
寡
に
地
域
毎
の
有
意
性
は
な
い
」
と
判
断
さ
れ
た
た
め

と
説
明
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
利
用
者
が
負
担
す
る
居
住
費
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
職
員
や
施
設
が
負

二



担
す
る
賃
貸
料
に
は
、
当
然
に
土
地
価
格
が
影
響
す
る
。
東
京
都
内
で
は
、
職
員
の
確
保
に
住
居
手
当
を
支
給
し
て
い
る
施

設
も
少
な
く
な
い
。
緊
急
時
に
備
え
て
、
施
設
の
近
隣
に
職
員
を
居
住
さ
せ
る
場
合
や
駐
車
場
を
確
保
す
る
に
も
高
い
賃
料

を
負
担
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
た
め
、
土
地
代
が
反
映
す
る
物
件
費
に
も
地
域
差
を
勘
案
す
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

ま
た
、
総
務
省
「
平
成
二
十
一
年
平
均
消
費
者
物
価
地
域
差
指
数
の
概
況
」
（
持
家
の
帰
属
家
賃
を
除
く→

住
宅
費
用
を
除

く
）
に
よ
る
と
全
国
平
均
値
一
〇
〇
に
対
し
て
東
京
二
十
三
区
内
は
一
一
〇
と
な
っ
て
い
る
。
物
件
費
の
多
寡
に
地
域
毎
の

有
意
性
は
な
い
と
い
う
介
護
給
付
費
分
科
会
の
判
断
に
つ
い
て
は
再
検
討
が
必
要
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
伺
う
。

五

同
一
地
域
区
分
に
大
都
市
と
地
方
都
市
が
混
在
し
て
い
る
。
特
に
、
特
甲
地
に
は
、
横
浜
市
、
川
崎
市
、
名
古
屋
市
、
大

阪
市
な
ど
の
大
都
市
と
、
八
尾
市
、
交
野
市
、
川
西
市
、
横
須
賀
市
な
ど
地
方
都
市
が
混
在
し
て
い
る
。
賃
金
構
造
基
本
統

計
調
査
の
過
去
十
年
平
均
の
賃
金
指
数
を
比
べ
る
と
、
同
じ
特
甲
地
で
あ
り
な
が
ら
、
東
京
都
内
の
武
蔵
野
市
と
小
金
井
市

で
は
二
十
三
�
三
ポ
イ
ン
ト
、
大
阪
府
内
の
大
阪
市
と
交
野
市
で
は
十
八
�
五
ポ
イ
ン
ト
も
差
が
あ
る
。
地
域
係
数
に
地
域

差
が
反
映
さ
れ
て
い
な
い
部
分
が
あ
り
、
地
域
区
分
を
抜
本
的
に
見
直
す
べ
き
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
伺
う
。

右
質
問
す
る
。

三


